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１
日
㈯
以
降
に
市
役
所
国
民
健
康

保
険
課
か
各
支
所
・
出
張
所
へ
返

却
す
る
。

②
医
療
機
関
で
受
診
す
る
と
き
は
、

医
療
保
険
証
と
共
に
受
給
資
格
者

証
も
必
ず
窓
口
へ
提
示
す
る
。

③
住
所
、
氏
名
、
加
入
し
て
い
る

医
療
保
険
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た

と
き
は
、
14
日
以
内
に
届
け
出
を

す
る
。

④
ほ
か
の
市
町
村
へ
転
出
す
る
と

き
は
、
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

か
各
支
所
へ
受
給
資
格
者
証
を
返

　
母
子
・
父
子
家
庭
な
ど
の
「
福

祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
」
は
、

７
月
31
日
㈮
が
有
効
期
限
。
ま
だ

更
新
手
続
き
が
済
ん
で
い
な
い
人

は
、
７
月
中
に
必
ず
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
の
結
果
、

引
き
続
き
受
給
資
格
の
あ
る
人
に

は
新
し
い
受
給
資
格
者
証
を
郵
送

し
ま
す
。
有
効
期
間
は
８
月
１
日

㈯
か
ら
来
年
７
月
31
日
㈯
ま
で
。

　
受
給
資
格
者
証
の
取
り
扱
い
は
、

次
の
点
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
古
い
受
給
資
格
者
証
は
、
８
月

長
寿
医
療
制
度（
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
）の
加
入
者
に

新
し
い
保
険
証

　
８
月
１
日
㈯
か
ら
、
長
寿
医
療

制
度
の
加
入
者
（
75
歳
以
上
の
人

か
65
歳
～
74
歳
の
人
で
一
定
の
障

害
が
あ
り
認
定
を
受
け
た
人
）
が

医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
提
示
す

る
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
」
が
新
し
く
な
り
ま
す
。
新
し

い
保
険
証
は
、
緑
色
の
封
筒
に
入

れ
て
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

保
険
証
が
届
い
た
ら
、
住
所
や
氏

名
な
ど
の
確
認
を
。
こ
の
保
険
証

の
有
効
期
間
は
、
８
月
１
日
㈯
か

ら
来
年
７
月
31
日
㈯
ま
で
の
１
年

間
で
す
。

　
な
お
、
簡
易
書
留
に
よ
る
郵
送

を
希
望
す
る
人
は
、
７
月
22
日
㈬

ま
で
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

国
保
の
高
齢
受
給
者
に　

新
し
い
受
給
者
証

　
国
保
の
高
齢
受
給
者
（
70
歳
～

74
歳
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
。

た
だ
し
、
長
寿
医
療
制
度
加
入
者

を
除
く
）
が
持
っ
て
い
る
高
齢
受

給
者
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日

㈮
ま
で
。
７
月
下
旬
に
該
当
者
へ

新
し
い
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　
な
お
、
高
齢
受
給
者
で
１
割
負

担
の
人
は
健
康
保
険
法
な
ど
の
改

正
で
来
年
４
月
１
日
㈭
か
ら
２
割

負
担
に
な
り
ま
す
。
新
し
い
負
担

割
合
は
「
２
割
（
平
成
22
年
３
月

31
日
ま
で
は
１
割
）」
と
受
給
者
証

に
表
記
。
有
効
期
限
は
来
年
７
月

31
日
㈯
か
満
75
歳
に
な
る
日
の
前

日
ま
で
と
な
り
ま
す
。
国
保
以
外

の
高
齢
受
給
者
は
各
保
険
者
へ
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

自
己
負
担
の
割
合
を
見
直
し

所
得
に
応
じ
て
１
割
か
３
割

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

や
国
保
の
高
齢
受
給
者
証
に
記
載

さ
れ
て
い
る
自
己
負
担
割
合
に
つ

い
て
、
新
た
に
、
本
年
度
の
市
民

税
課
税
所
得
額
（
市
県
民
税
課
税

標
準
額
）
や
昨
年
分
の
収
入
に
基

づ
き
、
見
直
し
を
行
い
ま
す
。
長

寿
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
長
寿
医

療
制
度
加
入
者
ご
と
、
国
保
の
高

齢
受
給
者
に
つ
い
て
は
国
保
の
高

齢
受
給
者
ご
と
に
判
定
さ
れ
ま
す
。

（
右
表
参
照
）

　
な
お
、現
在
使
用
し
て
い
る
「
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
お

よ
び
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給

者
証
」
は
、
８
月
１
日
㈯
以
降
は

使
え
ま
せ
ん
。
市
役
所
国
民
健
康

保
険
課
か
各
支
所
・
出
張
所
へ
返

却
す
る
か
、
各
自
で
廃
棄
し
て
く

だ
さ
い
。

自己負担割合の所得判定基準など

区分 基　　　準 負担割合

現役並み所得者＊

　市民税課税所得が145万円以上の長寿医療制度加入
者および同一世帯の長寿医療制度加入者。（長寿医療制
度加入者の年収合計が、２人以上で520万円以上、１人
で383万円以上の場合）

３割

一　　般＊

●同一世帯の長寿医療制度加入者のいずれもが市民税
課税所得145万円未満の場合。
●市民税課税所得が145万円以上でも、長寿医療制度
加入者の年収合計が２人以上で520万円未満、１人で
383万円未満の場合は、「基準収入額適用申請書」を提
出し、認定されれば一般の区分(負担割合１割)。

１割（国保の高齢
受給者は平成22
年４月１日からは
２割）

長寿医療制度の
創設による激変
緩和措置

　長寿医療制度に移行することによって長寿医療制度加入者が１人だけ
の世帯となり、現役並み所得者となった場合、市民税課税所得145万円以
上かつ収入が383万円以上の長寿医療制度加入者（世帯内にほかの長寿医
療制度加入者がいない場合に限る）で、世帯内の70歳～74歳の人も含めた
年収の合計が520万円未満の人は、基準収入額適用申請により、一般の区
分と同様となり１割負担となります。

＊国保の高齢受給者の場合は、「長寿医療制度加入者」を「国保の高齢受給者」と読み替える。

高
齢
者
の
健
康
を
支
え
る
医
療
制
度

自
己
負
担
の
割
合
を
見
直
し
保
険
証
を
更
新

　
８
月
１
日
㈯
か
ら
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
や
国
保
の
高
齢

受
給
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
自
己
負
担
割
合
も
変
更
に
。

そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は

　
　

長
寿
医
療
制
度
に
つ
い
て
は　

国
民
健
康
保
険
課　

☎
８
９
８
―
６
２
５
３

　
　

国
保
の
高
齢
受
給
者
に
つ
い
て
は　

同
課　

☎
８
９
８
―
６
２
４
９

却
す
る
。

■
福
祉
医
療
の
対
象
者
は
申
請
を

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

は
福
祉
医
療
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

市
役
所
国
民
健
康
保
険
課
か
各
支

所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
重
度
心
身
障
害
者
〉
国
民
年
金
法

施
行
令
別
表
１
級
の
障
害
者
、
身

体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級
の
障

害
者
な
ど
。

〈
母
子
・
父
子
家
庭
な
ど
〉
母
子
や

父
子
家
庭
の
母
か
父
と
18
歳
未
満

の
子
（
満
18
歳
に
達
す
る
日
以
後

の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）、
両
親

の
い
な
い
18
歳
未
満
の
子
、
た
だ

し
所
得
税
非
課
税
者
に
限
る
。

〈
高
齢
重
度
障
害
者
〉
長
寿
医
療
制

度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
の

加
入
者
で
、
国
民
年
金
法
施
行
令

別
表
１
級
の
障
害
者
、
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
・
２
級
の
障
害
者
な

ど
。

〈
子
ど
も
〉
満
15
歳
に
達
す
る
日
以

後
、
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
子
。

母
子
・
父
子
福
祉
医
療
受
給
者
は

更
新
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

問
い
合
わ
せ
は

　
　

国
民
健
康
保
険
課　

☎
８
９
８
―
６
２
５
３

消費
者の

豆
知
識

豆
知
識

〈
事
例
〉
わ
た
し
は
70
歳
の
女

性
で
す
。
１
年
前
、「
投
資
を
し

ま
せ
ん
か
。
元
本
は
保
証
し
、

年
９
％
の
利
息
を
約
束
し
ま

す
」
と
来
訪
し
た
男
性
に
勧
め

ら
れ
、
２
０
０
万
円
を
預
け
ま

し
た
。
２
カ
月
前
か
ら
利
息
は

支
払
わ
れ
な
く
な
り
、最
近「
会

社
は
破
た
ん
状
態
。
立
て
直
し

に
は
１
年
か
か
る
」
と
の
通
知

が
届
き
ま
し
た
。

〈
回
答
〉
投
資
の
知
識
に
乏
し

い
高
齢
者
が
「
元
本
保
証
」
な

ど
の
言
葉
を
信
じ
、
高
額
な
契

約
を
し
た
と
い
う
相
談
が
多
く

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
投
資
フ
ァ
ン
ド
な
ど
の
販
売

勧
誘
を
行
う
場
合
、
金
融
商
品

取
引
業
者
と
し
て
登
録
を
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
無
登
録

業
者
が
「
絶
対
に
も
う
か
る
」

な
ど
と
勧
誘
を
す
る
こ
と
は
法

律
違
反
で
す
。
当
初
は
支
払
わ

れ
て
い
た
利
息
も
や
が
て
滞
り
、

元
金
が
返
金
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス

も
あ
り
ま
す
。

　
金
融
商
品
に
は
必
ず
リ
ス
ク

が
あ
り
ま
す
。
リ
ス
ク
に
つ
い

て
の
説
明
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
取
引
の
仕
組
み
を
理
解

で
き
な
い
場
合
は
、
契
約
し
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
は

　
　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　

☎
２
３
０
―
１
７
５
５

「
元
本
保
証
」の
は
ず
が
…

期限までに手続きを

投資は取引の仕組みを理解して


